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令和６年度 各務原市一般廃棄物処理実施計画 

 

１ 実施計画の位置付け 

  この実施計画は、令和３年３月に策定した各務原市ごみ処理基本計画に基づき、市内から

発生する一般廃棄物の適正処理を確保し、並びに同基本計画の推進及び実施のために必要

な令和６年度の排出抑制、再資源化、収集運搬、住民に対する広報・啓発活動等について定

めるものとする。 

 

２ 事業年度  

 令和６年度（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

 

３ 一般廃棄物の排出状況 

１） 計画処理区域            各務原市全域 

２） 計画処理人口            １４５，３１１人  

３） ごみの排出量             ３９，７９０トン／年 

４） し尿の排出量              ２，５４６キロリットル／年 

５） 浄化槽汚泥の排出量          ３７，８７３キロリットル／年 

 

４ 一般廃棄物の処理主体 

 

種   類 

 

 

収 集 主 体 

 

処理・処分主体 

ご   み 

委 託 

各務原衛生株式会社  各務原清掃株式会社 

株式会社高島衛生   三新硝子株式会社 

トバナ産業株式会社   

各務原市資源回収有限責任事業組合 

 

 

 

各 務 原 市 

許 可 

各務原衛生株式会社  各務原清掃株式会社 

株式会社高島衛生   トバナ産業株式会社 

株式会社美濃ラボ 
許可業者の処理施

設で処分 

その他 自己搬入 

各 務 原 市 し   尿 許 可 各務原衛生株式会社  トバナ産業株式会社 

浄化槽汚泥 許 可 各衛サービス株式会社 トバナ産業株式会社 

特定家庭用 

機器廃棄物 
許 可 

各務原衛生株式会社  各務原清掃株式会社 

株式会社高島衛生   トバナ産業株式会社 
製 造 業 者 

感染性一般 

廃棄物 
許 可 中部メディカル有限会社 

許可業者の処理施

設で処分 
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種   類 処 理 主 体 

緑ごみ 許 可 
株式会社佐合木材 

濃尾第一生コン株式会社 

許可業者の処理施

設で再資源化 

 

５ 処理計画 

１）ごみ処理実施計画 

ア ごみの排出抑制・再資源化 

排出抑制の方法 
ビン類、カン類、ペットボトル及び紙パックの分別収集を市内全域で

実施し、再資源化することによりごみの排出を抑制する。 

新聞紙、雑誌等の古紙の集団回収を奨励することにより、ごみの排出

を抑制する。併せて川島地区に限り、古紙及び古着は、市においても回

収し、再資源化する。 

再資源化の方法

及び量 
古紙類は、ＰＴＡ・子ども会などが実施する集団回収を奨励するとと

もに、市内に整備した古紙回収ステーションにおいて拠点回収し、再資

源化する。ただし、川島地区に限り、古紙及び古着は、市においても回

収し、再資源化する。 
 

令和６年度集団回収予定量            ８２０トン／年 

令和６年度拠点回収予定量            ６４０トン／年 

令和６年度行政回収予定量             ２０トン／年 

ビン類、カン類、ペットボトル及び紙パックの分別収集を市内全域で

実施し、再資源化する。なお、回収したペットボトルは容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１１２

号）に基づき、指定法人において再資源化する。 
 

令和６年度ビン類回収予定量           ６１０トン／年 

令和６年度カン類回収予定量           １９０トン／年 

令和６年度ペットボトル回収予定量        ２２０トン／年 

令和６年度紙パック回収予定量            ５トン／年 

市内から排出されるせん定枝・刈り草・落ち葉などの緑ごみは、全て

民間の再資源化施設において再資源化する。 

 

令和６年度緑ごみ再資源化予定量       ３，６４０トン／年 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成２４年法

律第５７号）に基づき回収した小型家電は、国の認定を受けた事業者に

おいて再資源化する。 

 

令和６年度小型家電回収予定量           ２０トン／年 
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イ  収集・運搬計画 

収集・運搬する

廃棄物の量 

可燃ごみ                 ２３，５７０トン／年 

不燃・粗大ごみ               １，４４０トン／年 

資源ごみ                  １，０２０トン／年 

有害ごみ                     ６０トン／年 

緑ごみ                     ６１０トン／年 

収集区域の範囲 各務原市全域 

収集回数 可燃ごみ                 週２回 

不燃・破砕ごみ              月１回 

資源ごみ                 月１回 

有害ごみ                 月１回 

緑ごみ                 年１６回 

小型家電                  随時 

インクカートリッジ             随時 

ただし、川島地区は、以下のとおりとする。 

可燃ごみ                 週２回 

不燃・破砕ごみ              月１回 

資源ごみ                 月１回 

有害ごみ                 月１回 

古紙・古着               年１０回 

緑ごみ                 年１６回 

小型家電                  随時 

インクカートリッジ             随時 

収集の方法 ステーション方式 

ただし、資源ごみのうち小型家電及びインクカートリッジについては、

回収ＢＯＸを常設し、市民が直接搬入する方式でも回収する。 

収集運搬する 

廃棄物の排出先 

可燃ごみ 

不燃・破砕ごみ 

資源ごみ 

有害ごみ 

緑ごみ 

北清掃センター 

緑ごみ 
株式会社佐合木材 

濃尾第一生コン株式会社 

事業系ごみ 事業活動に伴って生じた一般廃棄物は、事業者が自ら処理する。各務原

市内の事業者は、北清掃センターへ搬入することができる。また、事業者

が自ら搬入できない場合は、許可業者に収集及び運搬を依頼することがで

きる。 

なお、家庭ごみと同質の燃やすごみ（生ごみ等）は、収集日１日当た

り３袋以内に限り事業用ごみ袋に入れ、ごみを出すごみステーションを

管理している自治会の了解を得て出すことができる。 
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ウ 一般廃棄物収集運搬業許可業者の許可の種類、収集区域の指定 

一般廃棄物収集運搬業許可業者名 許 可 の 種 類 収 集 区 域 

各務原衛生株式会社   

 

可燃ごみ、不燃ごみ、粗

大ごみ、特定家庭用機器

廃棄物及びし尿 

可燃ごみ、不燃ごみ、粗大

ごみ及び特定家庭用機器廃

棄物にあっては、鵜沼地区

及び那加地区の一部、稲羽

地区の一部 

し尿にあっては、川島地区

を除く各務原市内 

各務原清掃株式会社 

 

可燃ごみ、不燃ごみ、粗

大ごみ及び特定家庭用機

器廃棄物 

蘇原地区、那加地区の一部

及び稲羽地区の一部 

株式会社高島衛生    可燃ごみ、不燃ごみ、粗

大ごみ及び特定家庭用機

器廃棄物 

川島地区（ただし、川島笠

田町地内東海北陸自動車道

以西（河川環境楽園関連施

設）は除く。） 

トバナ産業株式会社 可燃ごみ、不燃ごみ、粗

大ごみ、特定家庭用機器

廃棄物、し尿及び浄化槽

汚泥 

可燃ごみ、不燃ごみ、粗大

ごみ及び特定家庭用機器廃

棄物にあっては、川島笠田

町地内東海北陸自動車道以

西の河川環境楽園関連施設 

し尿及び浄化槽汚泥にあっ

ては、川島地区 

各衛サービス株式会社 浄化槽汚泥  川島地区を除く各務原市内 

中部メディカル有限会

社 

胞衣及び産汚物並びに病

理検体 

公立学校共済組合東海中央

病院、二宮医院、大橋クリ

ニック及びゆりかご助産院 

株式会社美濃ラボ 実験動物の屍体及び糞マ

ット 

エーザイ株式会社川島工場  

    

   エ 一般廃棄物収集運搬業許可業者の収集・運搬する車両 

一般廃棄物収集運搬業許可業者名 車 体 の 形 状 数  量 

各務原衛生株式会社   

 

塵 芥 車 １２ 

キ ャ ブ オ ー バ ４ 

バ ン １ 

バン（軽自動車） １ 

糞 尿 車 ４ 

各務原清掃株式会社 塵 芥 車 １６ 

ダ ン プ １ 

キ ャ ブ オ ー バ ６ 

キャブオーバ（軽自動車） １ 

株式会社高島衛生 塵 芥 車 ９ 

キ ャ ブ オ ー バ ４ 
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トバナ産業株式会社 ダ ン プ ２ 

塵 芥 車 ２ 

糞 尿 車 ８ 

各衛サービス株式会社 糞 尿 車 １３ 

中部メディカル有限会社 バ ン ２ 

株式会社美濃ラボ 冷 蔵 冷 凍 車 ４ 

 

オ 中間処理計画 

（ア） 処理施設の概要 

施設名 所在地 形式・公称能力 

各務原市北清掃

センター 

各務原市須衛２５００番地１ ・シャフト炉 

１９２トン／日（６４トン／日×３炉） 

・回転式破砕機 
３４トン／日            

・カン類    磁気選別式プレス機 

３トン／日 
・ビン類    手選別 

６トン／日 

・ペットボトル 手選別式減容結束機 
３トン／日 

・紙パック   手選別 

 

（イ）関連施設の概要 

施設名 所在地 形式 公称能力 

株式会社佐合木材 
各務原市須衛町７丁

目４１番地 

ハンマーミル 

外方切削 

１５２．８トン／日 

２００トン／日 

濃尾第一生コン 

株式会社 

各務原市前渡東町９

丁目２１５番地 
ハンマーミル ８０トン／日 

 

（ウ）搬入される廃棄物の量 

搬入先 収集・運搬する廃棄物の量 直接搬入される廃棄物の量 

各務原市北清掃センター 可燃ごみ 

２３，５７０トン／年 

不燃・破砕ごみ 

１，４４０トン／年 

資源ごみ 

１，０２０トン／年 

有害ごみ 

６０トン／年 

可燃ごみ 

５４０トン／年 

不燃・破砕ごみ 

１，５５０トン／年 

事業系ごみ（許可業者収集分） 

６，４９０トン／年 

古紙回収業者 古紙・古着等 

６６０トン／年 

古紙・古着等 

８２０トン／年 

緑ごみ再資源化業者 緑ごみ 

６１０トン／年 

緑ごみ 

３，０３０トン／年 
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（エ）残渣の量及び処分方法０ 

施設名 残渣の量 処分方法 

各務原市北清掃

センター 

スラグ 

３，３１０トン／年 

メタル 

４８０トン／年 

ばいじん 

１，５８０トン／年 

スラグ・メタルは、それぞれ建設資材等として有

効利用する。 

ばいじんは、埋立処分（キレート処理後処分委

託）又は再資源化処理を行う。（委託処理） 

 

再資源化処理 

１，２８０トン／年 

埋立処分 

３００トン／年 

 

カ 最終処分計画 

最終処分の概要 

下記の業者に焼却残渣等の処分業務及び再資源化処理業務を委託する。 

 

 名 称 所在地 施設名 施設所在地 

埋

立

処

分 

グリーンフィル

小坂株式会社 

秋田県鹿角郡小坂

町小坂鉱山字尾樽

部６０－１ 

グリーンフィル

小坂 

秋田県鹿角郡小坂町小坂

鉱山字杉沢９６－２９ 

再

資

源

化

処

理 

三池製錬株式会

社 

福岡県大牟田市新

開町２－１ 

三池製錬株式会

社熔錬工場 

福岡県大牟田市新開町２

－１ 

三菱マテリアル

株式会社 

東京都千代田区丸

の内３－２－３ 

三菱マテリアル

株式会社直島製

錬所 

香川県香川郡直島町４０

４９－１ 

中部リサイクル

株式会社 

 

愛知県名古屋市港

区昭和町１８ 

中部リサイクル 愛知県名古屋市港区昭和

町１８ 

 

キ 特定家庭用機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機・衣類乾燥機）廃

棄物の取扱い 

（ア）特定家庭用機器小売販売業者による引取り 

特定家庭用機器廃棄物は、原則として特定家庭用機器小売販売業者が引き取り、指

定引取場所に引き渡すものとする。（羽島郡岐南町伏屋３丁目２２４番地 伊勢志摩

陸運有限会社岐阜営業所） 

地区 収集日 集積場 収集者 備考 

各務原市

全域 
随時 なし 

特定家庭用機器 

小売販売業者 

・再商品化券が貼付されているこ

と。 

・特定家庭用機器再商品化法（平

成１０年法律第９７号）に定め

る指定引取場所に引き渡すこ

と。 
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なお、小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を次の者に委託すること

ができる。 

・各務原衛生株式会社、各務原清掃株式会社、株式会社高島衛生、トバナ産業株式会

社 

・岐阜県知事が許可した産業廃棄物収集運搬許可業者（許可品目に廃プラスチック、

金属、ガラスくずを有していること。） 

 

（イ）市町村による引取り 

小売業者が引取りを断った特定家庭用機器廃棄物については、次のとおりとする。 

地区 収集日 集積場 収集者 備考 

各務原市のう

ち川島地区を

除く地域 

随時 なし 一般廃棄物収集

運搬許可業者 

各務原衛生㈱ 

各務原清掃㈱ 

再商品化券が貼付されていること。 

特定家庭用機器再商品化法に定める 

指定引取場所に引き渡すこと。 

各務原市のう

ち川島地区（河

川環境楽園関

連施設を除

く。） 

随時 なし 一般廃棄物収集

運搬許可業者 

㈱高島衛生 

再商品化券が貼付されていること。 

特定家庭用機器再商品化法に定める 

指定引取場所に引き渡すこと。 

各務原市のう

ち川島地区の

限定された地

域（河川環境楽

園関連施設に

限る。） 

随時 なし 一般廃棄物収集

運搬許可業者 

トバナ産業㈱ 

再商品化券が貼付されていること。 

特定家庭用機器再商品化法に定める 

指定引取場所に引き渡すこと。 

 

 

ク 家庭系パソコン機器廃棄物の取扱い 

平成１５年９月３０日以前に販売された家庭系パソコン機器廃棄物は、製造業者

等の定める回収再資源化料金を支払い、再商品化等（リサイクル）に協力するもの

とする。また、小型家電リサイクル法に基づく家庭系パソコンの回収を行う。 

 

ケ 市民清掃により排出される廃棄物の取扱い 

７月及び１１月に行う「市民清掃の日」に伴って排出される廃棄物の収集及び運

搬は、市が委託する者が行い、処理については、北清掃センターのごみ処理施設と

株式会社佐合木材及び濃尾第一生コン株式会社の緑ごみ再資源化施設で行うものと

する。 

 

コ ごみ出しに関するルール及び収集日程 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、各務原市廃

棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和５３年条例第１１号）等によるほか、詳細

については、ごみ・リサイクルカレンダー、ごみ出しガイドブック、市ウェブサイ

ト等による。 
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サ オートバイ（二輪車）の取扱い 

オートバイ（二輪車）は、廃棄二輪車取扱店又は全国の指定引取窓口に引き渡し、

再商品化等（リサイクル）に協力するものとする。 

 

シ 在宅医療廃棄物の取扱い 

在宅医療に伴い家庭から排出される医療廃棄物については、注射針等の感染性が

あると疑われるものは、患者・家族等が医療機関へ持ち込み、感染性医療廃棄物と

して処理し、非感染性の廃棄物のうち可燃性の廃棄物は「燃やすごみ」として、不

燃性の廃棄物は「分別して出すごみ」として収集する。 

 

ス その他 

（ア）住民に対する広報・啓発活動 

ごみ減量啓発 広報紙、市ウェブサイト等を通じて、ごみ減量の普及・啓発を

行う。 

出前講座 出前講座を引き続き実施し、小・中学校及び各種団体へ、各務

原市のごみの現状や正しいごみ処理方法などを呼びかける。 

北清掃センター学習会 北清掃センターの見学を通じて、ごみの分別処理についての理

解を深め、ごみの分別の徹底や減量に対する意識の高揚を図る。 

家庭不用品交換銀行  一般家庭において不用になった家庭用品等で、まだ再使用でき

る物品についての情報を収集・登録し、当該用品を希望する家庭

に情報を提供することにより、市民の消費生活上の利便を図ると

ともに有限な資源の節約、不用品再使用（リユース）等の意識を

高める。 

食品ロス削減の啓発 食品ロスの削減について、自治会への啓発文書の回覧、各種イ

ベント等での啓発活動を行う。 

資源回収の推進 

 

ＰＴＡ・子ども会などの市民団体が古紙、古着などの資源物を

回収する活動を支援するため、奨励金を交付する。 

外国人への啓発 資源、ごみの分別方法等を記載した外国語版ごみ出しガイドブ

ックの配布を行う。 

 

２）生活排水処理実施計画    

ア 生活排水処理計画     

処理の方法 処理区域等 処理人口 

下水道 ２，６６６．１ｈａ １２１，４７９人 

 

イ し尿・汚泥の処理計画 

収集・運搬計画 

ａ 収集区域の範囲 各務原市全域 

 

し尿収集区域 

業者名 収集区域 

各務原衛生㈱ 川島地区を除く各務原市内 

トバナ産業㈱ 各務原市川島地区内 
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浄化槽汚泥収集区域 

業者名 収集区域 

各衛サービス㈱ 川島地区を除く各務原市内 

トバナ産業㈱ 各務原市川島地区内 

 

ｂ 収集・運搬する廃棄物の量の見込み、回数及び方法など 

種類 収集運搬量 収集区域 収集回数 収集方法 

し尿 ２，５４６ 

キロリットル／年 

各務原市全域 随時 バキューム式収集運

搬車による個別方式 

浄化槽汚泥 ３７，８７３ 

キロリットル／年 

各務原市全域 年１回以上 バキューム式収集運

搬車による個別方式 

 

ｃ 収集・運搬する車両 

収集運搬車 名 称 数  量 

各衛サービス㈱ 糞尿車 １３ 

各務原衛生㈱ 糞尿車 ４ 

トバナ産業㈱ 糞尿車 ８ 

 

ウ 中間処理計画 

（ア）処理施設の概要 

施設名 所在地 処理方式・公称能力 放流先 

各務原市クリーン

センター 

各務原市蘇原宮塚

町２丁目７０番地 

前脱水型循環脱窒素処理
方式 

１２６キロリットル／日 

公共下水道 

 

（イ）搬入される廃棄物の量 

搬入者 種別 搬入予定量 

各務原衛生㈱ し  尿  ２，２６９キロリットル／年 

トバナ産業㈱ し  尿    ２７７キロリットル／年 

各衛サービス㈱ 浄化槽汚泥 ３６，５３０キロリットル／年 

トバナ産業㈱ 浄化槽汚泥  １，３４３キロリットル／年 

 

（ウ）残渣の量及び処分方法 

残渣の量 処分方法 

脱水汚泥 

１，２５０トン／年 

し渣・沈砂 

５０トン／年 

 

脱水汚泥は、再資源化処理（乾燥）を行う（委託処理）。 

 

 

し渣・沈砂は焼却処分（サーマルリサイクル）を行い、焼却処

分後の残渣は、埋立処分を行う（委託処分）。 

 

エ 最終処分計画 

 最終処分の概要 

下記の業者に再資源化処理業務及び焼却処分業務を委託する。 
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名称 所在地 施設名 施設所在地 

三重中央開発株

式会社 

三重県伊賀市予野字

鉢屋４７１３ 

三重リサイクルセ

ンター 

三重県伊賀市予野字鉢屋４

７１３ 

 


